
業
務
ま
た
は
通

勤
に
よ
る
ケ
ガ
や

病
気
に
よ
り
死
亡

し
た
場
合
、
そ
の

遺
族
は
「
遺
族
補

償
給
付
」
（
業
務

災
害
）
ま
た
は
遺

族
給
付
（
通
勤
災

害
）
を
受
給
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

遺
族
補
償
給
付

ま
た
は
遺
族
給
付

（
ま
と
め
て
“
遺

族
（
補
償
）
給
付
”

と
記
し
て
い
ま
す
）

は
、
年
金
と
一
時

金
と
に
分
類
さ
れ

ま
す
（
図
一
参
照
）
。

遺
族
（
補
償
）
給
付
は
原
則
と
し

て
年
金
支
給
で
す
が
、
遺
族
が
死

亡
労
働
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
場
合
等
、
年
金
を
受
け
る
資
格

が
無
い
と
き
に
は
一
時
金
支
給
と

な
り
ま
す
。

年
金
は
、
遺
族
数
に
応
じ
て
受

給
額
が
定
め
ら
れ
て
い
て
、
受
給

権
者
が
二
人
以
上
の
と
き
は
受
給

額
を
等
分
し
て
受
け
取
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

遺
族
（
補
償
）
年
金
を
受
給
す

る
こ
と
と
な
っ
た
遺
族
は
、
一
回

に
限
っ
て
年
金
を
前
払
い
で
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を

「
遺
族
（
補
償
）
前
払
一
時
金
」

と
い
い
ま
す
。

こ
の
前
払
い
は
、
若
年
停
止

（
受
給
権
者
と
な
る
五
十
五
歳
以

上
六
〇
歳
未
満
の
夫
、
父
母
、
祖

父
母
、
兄
弟
姉
妹
が
、
六
〇
歳
に

な
る
ま
で
年
金
の
支
給
が
停
止
さ

れ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
）
に
よ
り

年
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る

場
合
で
も
、
前
払
い
で
受
給
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

前
払
一
時
金
の
額
は
、
給
付
基

礎
日
額
の
二
〇
〇
日
分
、
四
〇
〇

日
分
、
六
〇
〇
日
分
、
八
〇
〇
日

分
、
千
日
分
か
ら
、
希
望
額
を
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
前
払
一
時
金
が
支
給

さ
れ
る
と
、
遺
族
（
補
償
）
年
金

は
各
月
分
（
一
年
た
っ
て
か
ら
の

分
は
年
五
％
の
単
利
で
割
り
引
い

た
額
）
の
合
計
額
が
、
前
払
一
時

金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
支
給

停
止
さ
れ
ま
す
。

労
災
保
険
の
保
険
給
付
を
受
け

る
権
利
は
、
一
定
の
期
間
行
使
し

な
い
で
い
る
と
時
効
に
よ
り
消
滅

し
ま
す
。

今
回
の
遺
族
（
補
償
）
給
付
の

時
効
は
、
労
働
者
が
死
亡
し
た
日

の
翌
日
か
ら
五
年
、
遺
族
（
補
償
）

年
金
前
払
一
時
金
の
支
給
決
定
請

求
権
は
2
年
と
な
っ
て
い
ま
す
。

第55号 藤田社会保険労務士事務所だより 平成25年12月1日

第55号

発行所

藤田社会保険

労務士事務所

京都市伏見区

遺
族
（
補
償
）
給

付
の
種
類

遺
族(

補
償)

年
金
の
前
払
い

今
月
は
、
先
月
に
引
き
続
き
労
働
者
災
害
補
償

保
険
法
（
以
下
、
労
災
保
険
法
と
記
載
し
ま
す
）

に
基
づ
く
保
険
給
付
の
う
ち
、
遺
族
（
補
償
）
給

付
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

（
図

一
）

請
求
に
は
時
効
が
あ
り
ま
す

年金を受ける資格のある遺族がいるとき

(1) 遺族(補償)年金を受ける遺族がいないとき
(2) 遺族年金を受けているものが失権し、かつ、当該年金を受けるものがいない場合で、すでに支給された

年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき

保 険 給 付

保 険 給 付

特 別 支 給 金

特 別 支 給 金

遺族（補償）年金 遺族特別支給金 遺族特別年金

遺族特別一時金遺族特別支給金遺族（補償）一時金

遺族数に応じ、給付基礎日額の
日数分の年金を支給
１人 153日分（※）
２人 201日分
３人 223日分
４人以上 245日分

遺族数に応じ、算定基礎日額の
日数分の年金を支給
１人 153日分（※）
２人 201日分
３人 223日分
４人以上 245日分

(1)算定基礎日額の1000日分の
一時金を支給
(2)算定基礎日額の1000日分か

ら、すでに支給した年金額を
差し引いた額

(1)給付基礎日額の1000日分の
一時金を支給

(2)給付基礎日額の1000日分か
ら、すでに支給した年金額を
差し引いた額

一律300万円（一時金）

一律300万円（一時金）

（※）遺族が５５歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻のときは175日分



十
二
月
十
三
日
に
振
り
込
ま

れ
る
年
金
か
ら
、
過
去
の
年
金

据
え
置
き
分
の
解
消
が
始
ま
り

ま
す
。
十
二
月
上
旬
に
年
金
受

給
者
へ
振
込
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）

が
届
く
予
定
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
今
こ
の
時

期
に
約
一
％
の
年
金
を
減
額
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。

年
金
は
、
「
完
全
自
動
物
価

ス
ラ
イ
ド
制
」
（
物
価
の
動
き

に
合
わ
せ
て
年
金
を
調
整
す
る

仕
組
み
）
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

文
字
通
り
、
物
価
が
上
が
れ
ば

年
金
を
上
げ
て
、
物
価
が
下
が

れ
ば
年
金
も
下
が
る
仕
組
み
で

す
。た

だ
し
、
物
価
の
変
動
と
い
っ

て
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
物
価
と

年
金
と
が
連
動
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
現
在
は
「
物
価
が

上
が
っ
て
い
る
の
に
、
年
金
は

下
が
っ
た
ま
ま
」
の
状
態
で
す
。

今
か
ら
十
余
年
前
の
平
成
十

二
年
か
ら
十
四
年
の
三
年
間
に

「
物
価
ス
ラ
イ
ド
特
例
措
置
」

を
設
け
ま
し
た
。

当
時
の
物
価
は
下
落
し
て
い

た
の
で
、
原
則
通
り
の
「
完
全

自
動
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
」
で
年

金
を
減
額
す
る
べ
き
と
こ
ろ
、

減
額
し
な
い
ま
ま
支
給
し
た
の

で
す
。

そ
の
後
も
二
度
減
額
幅
を
抑

え
た
こ
と
で
、
現
在
の
年
金
の

支
給
水
準
が
本
来
よ
り
「
二
．

五
％
」
高
く
な
り
ま
し
た
。

今
回
「
二
．
五
％
」
を
解
消

す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
次
の

三
回
に
分
け
て
減
額
が
行
わ
れ

る
予
定
で
す
。

一
回
目
：
平
成
二
十
五
年
十

月
分
か
ら
一
％
、
二
回
目
：
平

成
二
十
六
年
四
月
分
か
ら
一
％
、

三
回
目
：
平

成
二
十
七
年

四
月
分
か
ら

〇
．
五
％

一
〇
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取

得
届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採

用
し
た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開

始
届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一

括
有
期
事
業
を
開
始
し
て
い
る

場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

（
翌
年
一
月
六
日
）

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払

報
告
書
の
提
出
［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の

提
出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

本
年
最
後
の
給
料
の
支
払
を
受

け
る
日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除

申
告
書
兼
給
与
所
得
者
の
配
偶

者
特
別
控
除
申
告
書
の
提
出

［
給
与
の
支
払
者
］
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開
業
後
、
五
回
目
の
年
末
を

迎
え
ま
す
。
今
年
は
ど
の
程
度

の
目
標
を
達
成
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
一
年
が
過
ぎ
る
の

が
年
々
早
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

来
年
四
月
か
ら
社
会
保
障
制

度
が
「
自
助
努
力
」
「
負
担
可

能
な
者
の
応
分
負
担
」
等
の
名

目
で
次
々
と
変
化
し
て
い
き
ま

す
。
将
来
に
希
望
を
持
つ
こ
と

が
で
き
る
世
の
中
が
続
き
ま
す

よ
う
に
。

（
ぎ
ん
）

十
二
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-26-203

編
集
後
記

ま
ず
は
約
一
％
の
減
額
か
ら

物
価
高
騰
時
にな

ぜ
下
が
る
？

Q 当社には、来年１月１０日で６５歳を迎える従

業員がいます。当該従業員が６５歳になると介

護保険料の会社負担が無くなる、と聞きました。なぜ

でしょうか。

A 介護保険制度では、自営業者・勤め人にかかわら

ず、６５歳以上の方を「第１号被保険者」、40歳

以上65歳未満の方を「第２号被保険者」としています。

介護保険料の納付方法は被保険者ごとに異なっていて、

第２号被保険者は、各自の加入する医療保険制度で介護

保険料を納付することになっています。

また、第１号被保険者は、受給する年金からの天引き

か住所地市町村へ直接納付によって介護保険料を納付す

ることになっています。

お尋ねの従業員が６５歳になると、介護保険制度上の

「第１号被保険者」になり、たとえ勤務先で社会保険に

加入していても、給与からの介護保険料の徴収が終了し、

年金からの天引き納付または直接納付の方法に変わりま

す。

そのため、介護保険料の事業主負担が無くなります。

なお、法律上では「６５歳の誕生日の前日」が「65歳」

となりますので、実務上は「６５歳の誕生日の前日が属

する月」から介護保険料の事業主負担が無くなります。

お尋ねの従業員のケースでは、今年１２月分介護保険

料まで事業主が負担します。

介護保険料の事業主負担

年
金
は
物
価
と
連
動


